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研究成果の概要（和文）：1.情報源からの伝達(1)テレビニュース：NHK岐阜と岐阜放送の情報量が群を抜いて多かった
(2)新聞記事：量的側面については、最多の岐阜新聞と2位の中日新聞が他社を大きく引き離していた、(3)各自治体HP
：情報量・内容にかなりのバラツキがあった、(4)広報誌：すべての自治体が月に1回発行しているものの、量的側面に
関しては多様であった。
2.住民の受容(1)テレビニュースや新聞記事を主な情報源としている人が、それぞれ約3割いたのに対して、HPと回答し
た人はわずか1.7％しかいなかった、(2)テレビニュースや新聞記事から毎日情報を受け取っているという人は20％未満
であった。

研究成果の概要（英文）：1. The transmission process: (1)TV news; There were many NHK Gifu and information 
of Gifu Broadcasting Systems by far.(2)Newspaper articles; Most Gifu Shimbun-sha and Chunichi Shimbunsha 
of the second place greatly separated other companies about the quantitative side.(3)Local government HP; 
That had considerable variability in information, contents.(4)Public information magazine; Although all 
local governments published it once a month, it was various about the quantitative side.
2. The reception of information process: (1)There having been the person who assumed TV news and a 
newspaper article a main source of information approximately 30%, but the person who assumed HP a main 
source of information only 1.7%.(2)The person who replied TV news and a newspaper article every day, 20% 
were within it.

研究分野： ジャーナリズム論
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１． 研究開始当初の背景 
 
「政治とメディア・ジャーナリズム」に関

する実証的な研究はこれまで多くなされて

いるが、その主要なテーマは「国政レベル」

における、特に「選挙報道のインパクト」

と「メディアの議題設定機能」に限定され

ている。また、「地域社会とメディア・ジャ

ーナリズム」については、ある地域社会で

賛否が分かれる重要な個別的問題（原子力

発電所の誘致や産業廃棄物問題など）につ

いての論証が多く、総合的な研究を行った

東京大学新聞学研究所（現社会情報研究所）

の『地域的情報メディアの実態』（1981）

も、行政ならびに議会情報に論点を絞って

の考察を行っていない。自治体広報に関す

る多数の先行研究については、当然のこと

ながら「広報としての情報（詳細は後述）」

に研究対象が限定されており、「ジャーナリ

ズムとしての情報」には言及されていない。 

そうした状況のなかで、本研究は、地域社

会を形成する上で不可欠である地方自治体

の行政・議会情報（広報とジャーナリズム

両方を含む）が、実際にどのように伝達受

容されており、またジャーナリズムとして

の情報を提供する役割を担うマスメディア

が、どのようなインパクトを有しているか

を、具体例に基づいて実証することで、「地

方政治情報の伝達受容過程とマスメディア

の役割」という、これまでの研究では取り

上げられてこなかったテーマに取り組むと

いう独創性を有している。 

さらに、情報伝達主体ならびに情報内容に

ついてのみならず、情報受容主体である住

民が、自治体ならびに議会の情報を、どの

ように受容しているのかについてのアンケ

ートを行うことで、地方政治におけるメデ

ィアの議題形成機能（agenda making 

function）についての検証も可能であり、

この分野での新たな領域の開拓にもつなが

る。さらには、新たなメディアであるイン

ターネットのＨＰが、行政・議会情報の伝

達・受容に、どのように利用されているの

かについても先行研究がないため、その点

でも今後の研究のモデルとなる可能性を有

している。 

そして研究の成果は、今後の同種研究の先

行モデルとなるとともに、参考データとし

ての意義を有すると考える。 

 

２．研究の目的 

 

 本研究は、テレビ・新聞・広報誌など

さまざまなメディアが、地方自治体の行

政の政策ならびに議会の審議過程および

その決定事項に関して、具体的にどのよ

うな内容の情報を、どれくらいの分量で

伝達しているのか、そして情報の受容主

体である地域住民が、どのような情報を、

どれくらい受容しているのかを、岐阜県

および県内各市町村を事例に、実証的に

分析・考察することを目的とするもので

ある。 

地方自治体の行政ならびに議会情報は、

地方議会の傍聴や情報公開制度に基づく

行政文書の閲覧という直接的な体験以外

には、a)当該自治体ならびに議会発行の

広報紙およびＨＰ（ブログ等を含む）、b)

新聞・テレビなどマスメディアの報道、

c)地域のコミュニティ紙・雑誌（＝ミニ

コミ紙・誌）の報道、d)地域のケーブル

テレビにおける議会中継ならびに報道、

e)政党ならびに議員個人の機関紙・会報

およびＨＰ、f)ＮＰＯ法人・市民団体・

地域住民個人の会報およびＨＰなどのメ

ディアを通じて地域住民に伝達されると

の仮説を設定し、岐阜県ならびに県内の

各市町村を対象に、（１）上記のどのよう

なメディアから、どのような情報（＝質）

が、どの程度（＝量）伝達されており、

一方で（２）情報の受け手である地域住



民は、どのようなメディアからの、どの

ような情報を、どの程度受容しているの

か、を実証的に分析した上で、国政レベ

ルでは国民の重要な情報源となっている

テレビ・新聞などマスメディアが、地方

レベルでは、他の情報源と比較してどの

程度の重要性を有しているかを明らかに

する。 

 

３．研究の方法 

 

 本研究では、４年間にわたって、岐阜県お

よび県内各市町村の行政ならびに議会に関

する情報について、テレビ・新聞・広報誌・

ＨＰなどさまざまなメディアが、具体的にど

のような内容の情報を、どれくらい伝達した

のかを研究者およびアルバイトスタッフが

実際に計測するとともに、それらの情報の受

容主体である地域住民が、どのような情報を、

どれくらい受容したのかを、アンケート調査

によって検証した上で、調査結果を分析し、

その特徴等に関して考察を行った。 

 

【２０１１（平成２３）年度】 

岐阜県および県内各市町村の行政ならび

に議会に関するメディアの報道について、下

記の要領でその内容調査・分析を行った。 

 

Ⅰ．調査 

１）調査の期間：2011（平成 23）年 6月～12

月の 6ヶ月間 

２）調査の対象としたメディア 

(1)岐阜県内で販売シェア上位である中

日・岐阜・朝日各紙、(2)岐阜県を放送エリ

アとするテレビ各局の関連番組（詳細は後述） 

３）調査の対象とする情報内容 

1）自治体の施策に関するもの 2）地域社会

の諸問題に関する自治体の対応に関するも

の 3）地方議会（本会議・各種委員会）の

審議に関するもの 4）条例に関するもの（※

なお、それぞれについて、a)広報情報：情報

源が発表したものを、論評などを加えること

なく、そのまま伝えるもの b）ジャーナリ

ズム情報：情報源が発表したものに論評を加

えるなど、情報伝達主体が何らかの加工を施

したもの、に区分する）。 

  

Ⅱ．分析 

 調査で収集したデータに基づいて、2011

（平成 23）年 1月～3月にかけて分析を行い、

１）個別メディア・区分別・全体のそれぞれ

について、全体の報道における個々の調査対

象情報の占める割合、２）個々の調査対象情

報について、全体に占める割合・絶対数なら

びに量の比較を行い、どの情報が相対的に伝

えられている、あるいは伝えられていないの

か、３）行政単位ごとに、調査対象情報の絶

対数ならびに量を割り出し、どの自治体につ

いての情報が相対的に伝えられている、ある

いは伝えられていないのか、の各点を踏まえ

て、考察を行うとともに、民主主義社会の維

持・発展におけるジャーナリズムの役割の視

点から、メディアによる報道の問題点を分析

した。 

 

【２０１２（平成２４）年度】 

 内地留学のため、他大学（岐阜市立女子短

期大学）に赴任し、別テーマでの研究に専念

するため、本研究については、次年度以降に

繰り下げて行った。 

 

【２０１３（平成２５）年度】 

 

Ⅰ．調査 

１）調査の期間：2013（平成 25）年 4月～10

月の 6ヶ月間 

２）調査の対象とするメディア：1）自由民

主党・民主党・公明党・日本共産党・社会民

主党の岐阜県支部ならびに下部組織が発行

する機関誌・後援会会報、2）自由民主党・



民主党・公明党・日本共産党・社会民主党の

岐阜県支部ならびに下部組織のＨＰ、3）岐

阜県ならびに県内各市町村の議会議員個人

のＨＰ 

  

Ⅱ．分析 

 調査で収集したデータに基づいて、2013

（平成 25）年 11 月～2013（平成 25）年 3月

にかけて分析を行い、１）個別メディア・区

分別・全体のそれぞれについて、全体の報道

における個々の調査対象情報の占める割合、

２）個々の調査対象情報について、全体に占

める割合・絶対数を明らかにした。 

 

 【２０１４（平成２６）年度】 

 住民が、調査対象情報である自治体行政情

報ならびに議会情報を、１）どのようなメデ

ィアから、２）どのくらい、受容しているの

かを、アンケート調査をもとに明らかにした

うえで、前年度までの調査結果とも関連づけ

て、マスメディアの影響力について分析した。 

 調査の概要は、１）調査の期間：2014（平

成 26）年 12 月、２）調査の内容：岐阜市に

おける地方自治体行政情報ならびに地方議

会情報の情報源と情報量に関する住民アン

ケート調査、３）調査の手法：岐阜県内の成

人男女を母集団とする、層化二段無作為抽出

法による質問紙郵送アンケート、４）調査の

方法：申請者が質問事項等の設定など調査計

画を作成した上で、実際の調査は調査会社に

委託した。 

 

【２０１５（平成２７）年度】 

 ２０１５年４月に「小脳性運動失調症」を

発症し、同年８月まで病休をとって治療に専

念したこと、（２）復職後に、 今度は「自律

神経失調症」が悪化し、講義などの業務は可

能な限り慎むように担当医師から指示され

たこと、の二つの理由によって、最終報告書

の作成と公表を行うことができなかった。 

そのため、最終年度では、岐阜県議会議員の

ＨＰなどの公表状況の調査・分析のみ行うに

止まるという忸怩たる結果となった。 

 

４．研究成果 

 

（１）これまでに実施してきた行政・議会

情報の伝達過程におけるメディア別状況の

とりまとめを行い、ほぼすべてのメディア

についての分析・検証を終了した。具体的

には、前年度までの各分析結果の集約をし

た上で、主に次のような点が明らかになっ

た。 

(a)テレビニ ュースについては、チャンネ

ル別に見ると、ＮＨＫ岐阜と岐阜放送の情

報量が群を抜いて多い一方で、内容につい

ては、どのチャンネルも同様の内容が重複

していた。 

(b)新聞記事の量的側面については、岐阜新

聞が最も多く、中日新聞がそれに続き、こ

の二社が他社を大きく引き離していた。 

(c)各自治体ＨＰについては、そのコンテン

ツは多様であり、可児市のようにＳＮＳな

ども用いて積極的にさまざま な情報を提

供しようとしているところから、関ヶ原町

のように「ニュース・お知らせ」「教育情

報」などの基本的な情報が存在しないとい

う消極的なところまで、自治体間に質的・

量的の両側面で大きく異なっていた。 

(d)広報誌については、すべての自治体が月

に 1回 発行しているものの、量的側面に関

しては多様であり、たとえば岐阜県（各自

治体の広報誌に挟み込んでもらい配布）は

2ページという少なさであった。 

 

（２）住民が、岐阜県の行政ならびに議会

情報を、(a)どのようなメディアから、(b)

どの程度受け取っているのか、を明らかに

するために アンケート調査を行った。本調

査の結果の主な内容は下記の通りであった。 



(a)岐阜県の行政・議会情報については、テ

レビニュースや新聞記事を 主な情報源と

している人が、それぞれ約 3割いたのに対

して、岐阜県のＨＰと回答した人は、わず

か 1.7％しかいなかった。 

(b)これに関連して、県のＨＰを一度も見た

ことがないという人が 63.6%であった。 

(c)主な情報源という回答が多かった、テレ

ビニュー スや新聞記事を見ても、毎日情報

を受け取っているという人は 20％未満で

あった。 

 

（３）岐阜県議会議員のＨＰなどの公表状

況の調査・分析結果：４４名（欠員１名）

の県会議員のうち、ＨＰを公開していたの

が２６名（５９．１％）、フェイスブック

が２０名（４５．５％）、ツイッターが８

名（１８．２％）、YouTube が４名（９．

１％）であった。また最大会派である自由

民主党の議員については、３１名のうち、

ＨＰを公開していたのが１６名（５１．

６％）、フェイスブックが１３名（４１．

９％）、 ツイッターが４８名（１２．９％）、

YouTube が１名（３．２％）であり、いず

れも全体平均を下回った。  

 

４．最終年度で終えることができなかった、

(1)岐阜県内各自治体議員のＨＰなどの公

表状況の調査を２０１６年度に行うととも

に、(2)最終報告書の作成と公表については、

所属学部紀要などにおいて２０１６年から

順次行い、２０１７年度には報告書として

まとめて出版する予定である。 
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